
第９期大学分科会の審議の状況について 

 

１．第９期における審議実績 

 
将来構想部会 

●我が国の高等教育に関する将来構想について 

 ・ 平成 29 年 3 月、第 111 回中央教育審議会総会において文部科学大臣より、

「我が国の高等教育に関する将来構想について」諮問。大学分科会では、「将

来構想部会」を設置して、概ね 2040 年頃の社会を見据えた、これからの時代

の高等教育の将来構想について総合的な検討を進め、平成 30 年 11 月、第 119

回総会において「2040 年に向けた高等教育のグランドデザイン」（※）を答申。

（参考資料１） 

   （※）主に、①専門に関する知識のみではなく、文理横断型の教育への転換とともに、教育の質の保証を進め、「何を

学び、身に付けることができたのか」という学修の成果の可視化の促進 ②地域における質の高い高等教育機

会の確保のための各大学間の「強み」を活かした連携・統合の在り方や、18 歳人口の減少を踏まえた高等教育

機関全体の規模、などについて提言。 

  ・ これからの時代の高等教育の将来構想について総合的な検討を行うに当た

り、大学分科会将来構想部会では、「制度・教育改革ワーキンググループ」を

設置した。「制度・教育改革ワーキンググループ」において、「リカレント教育

の充実」、「留学生交流の推進」、「学位プログラムを中心とした大学制度」、「全

学的な教学マネジメントの確立」、「学修成果の可視化と情報公表の促進」、「教

育の質保証システムの確立」など専門性の高い 11 項目にわたって審議を行い、

制度改正等の方向性を取りまとめた。 

 

大学院部会 

●大学院制度と教育の在り方について 

・ Society 5.0 の実現、人生 100 年時代などの到来やグローバル化の更なる進

展等を 2040 年頃の将来シナリオとして見据え、大学院教育が適切に対応する

観点から、大学院が有する価値、優秀な人材の大学院への進学の促進、博士課

程修了者のキャリアパスの多様化と活躍状況の可視化、修士課程及び博士課程

における教育の充実、高度専門職業人養成の充実等の特に重点的に対応するこ

資料３ 
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とが必要な事項を中心に審議を重ね、「2040 年を見据えた大学院教育のあるべ

き姿 ～社会を先導する人材の育成に向けた体質改善の方策～（審議まとめ）」

を取りまとめた。（平成 31 年 1 月●日）（参考資料２） 

●専門職大学院を中核とした高度専門職業人養成機能の充実・強化方策について 

 ・ 社会（「出口」）が求める高度専門職業人を養成するため、教育課程の編成や

実施について、産業界等と連携する仕組み（教育課程連携協議会）や、専門職

大学院の量的確保及び学部教育も含めた教育の質的向上のため、専門職大学院

の必置教員が他の課程の専任教員を兼務することについて審議した。（参考資料

３） 
 
教学マネジメント特別委員会 

●教学マネジメントに係る指針の策定及び学修成果の可視化と情報公表の在り方

について 

 ・ 「2040 年に向けた高等教育のグランドデザイン（答申）」（平成 30 年 11 月

中央教育審議会）を踏まえ、教学マネジメントに係る指針の策定及び学修成

果の可視化と情報公表の在り方について検討するため、平成 30 年 11 月に

「教学マネジメント特別委員会」を設置し、議論を開始した。 

 
法科大学院等特別委員会 

●法科大学院等の教育の改善・充実について 

 ・  優れた資質を有する法科大学院志願者を回復する観点から、法科大学院と法

学部等との連携強化や法学未修者教育の改善・充実の方向性を提言した「法科

大学院等の抜本的な教育の改善・充実に向けた基本的な方向性」（平成 30 年 3

月 13 日）を取りまとめるとともに、それを踏まえた具体的な制度改革につい

て審議した。（参考資料４）また、法科大学院教育の質保証を図るため、各法科

大学院が共通して客観的に進級判定を行う仕組みとして「共通到達度確認試験」

の在り方を検討し、平成 31 年度から本格実施することについて結論を得た。 

 
認証評価機関の認証に関する審査委員会 

●認証評価機関の認証について 

 ・ デジタルコンテンツ系分野の専門職大学院に関する認証評価機関の認証につ

いて、評価基準や審査体制などに関して審査を行い、認証することが適当と取
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りまとめた。（参考資料５） 

 
専門職大学等の制度設計に関する作業チーム 

●専門職大学・専門職短期大学・専門職学科の制度化にかかる具体的な制度設計

について 

 ・ 学校教育法の一部を改正する法律（平成 29 年法律第 41 号）により平成 31

年 4 月から、新たな高等教育機関として「専門職大学・専門職短期大学」が創

設されることとなったに伴い、その設置基準等具体的な制度設計について審議

した。（参考資料６） 

 ・ 専門職大学・専門職短期大学の趣旨を既存の大学及び短期大学の中にも活か

し、既存の大学等の一部の組織において実践的かつ創造的な専門職業人養成の

取組を推進するよう、大学設置基準及び短期大学設置基準等を改正し、「専門

職学科」の制度を新設するため、その設置基準等具体的な制度設計について審

議した。（参考資料７） 
 
その他 

・ 平成 28 年 4 月、第 106 回中央教育審議会総会において文部科学大臣より、「第

3期教育振興基本計画の策定について」諮問され、総会の下に設置された「教育

振興基本計画部会」を中心に検討が行われたところ、大学分科会においても特に

高等教育の観点から審議した。 

・ 「まち・ひと・しごと創生総合戦略（2016 改訂版）」（平成 28 年 12 月 22 日

閣議決定）に基づき、内閣官房の下に設置された「地方大学の振興及び若者雇用

等に関する有識者会議」において、地方を担う多様な人材を育成・確保し、東京

一極集中の是正に資するよう緊急かつ抜本的な対策の検討が行われたところ、同

会議における検討に資するため、大学分科会でも「地方創生に資する大学改革」

の観点から審議した。 

・ 大学設置基準等の改正に関し、具体的な結論を得たものついては、大学を取り

巻く状況等に速やかに対応するため、その改正について随時答申等を行った。 
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２．来期に継続して審議する事項 

●質保証システムの見直しについて 

 ・ 「2040 年に向けた高等教育のグランドデザイン（答申）」において、引き

続き、中央教育審議会において検討を行うこととした大学設置基準等の質保

証システムの見直しについて、来期より大学分科会の下に新規部会を設置し

て審議を開始する予定。 

●教学マネジメントに係る指針の策定及び学修成果の可視化と情報公表の在り方

について 

 ・ 教学マネジメント特別委員会においては、教学マネジメントに係る指針の

策定及び学修成果の可視化と情報公表の在り方について引き続き審議する予

定。 

●大学院制度と教育の在り方について 

 ・ 大学院部会においては、「2040 年を見据えた大学院教育のあるべき姿 ～社

会を先導する人材の育成に向けた体質改善の方策～（審議まとめ）」を踏まえ、

大学全体の在り方の検討と連動しつつ、博士後期課程レベルの高度専門職業人

養成にふさわしい新たな課程の在り方も含め、大学院全体の課程の在り方や大

学院設置基準をはじめとする法令改正等の方向性について、引き続き審議する

予定。 

●法科大学院等の教育の改善・充実について 

 ・ 法科大学院等特別委員会については、法科大学院制度に関する具体的な制度

改革の成果を踏まえ、未修者コースの改善・充実をはじめ、法曹養成プロセス

の中核である法科大学院における教育の更なる充実について、引き続き審議す

る予定。 

●認証評価機関の認証について 

・ 認証評価機関の認証に関する審査委員会においては、大学（短期大学を除く。）

に関する認証評価機関の認証について、評価基準や審査体制などに関して、引

き続き審査する予定。 
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育
か

ら
の

脱
却

）

学
修

者
が

生
涯

学
び

続
け

ら
れ

る
た

め
の

多
様

で
柔

軟
な

仕
組

み
と

流
動

性

2
0
4
0
年

頃
の

社
会

変
化

国
連

:S
D

G
s「

全
て

の
人

が
平

和
と

豊
か

さ
を

享
受

で
き

る
社

会
」

So
ci

et
y5

.0
第

4次
産

業
革

命
人

生
10

0年
時

代
グ

ロ
ー

バ
ル

化
地

方
創

生

→
 国

立
大

学
の

一
法

人
複

数
大

学
制

の
導

入
、

経
営

改
善

に
向

け
た

指
導

強
化

・撤
退

を
含

む
早

期
の

経
営

判
断

を
促

す
指

導
、

国
公

私
立

の
枠

組
み

を
越

え
て

、
各

大
学

の
「強

み
」を

活
か

し
た

連
携

を
可

能
と

す
る

「大
学

等
連

携
推

進
法

人
（仮

称
）」

制
度

の
導

入
、

学
外

理
事

の
登

用

複
数

の
高

等
教

育
機

関
と

地
方

公
共

団
体

、
産

業
界

が
各

地
域

に
お

け
る

将
来

像
の

議
論

や
具

体
的

な
連

携
・

交
流

等
の

方
策

に
つ

い
て

議
論

す
る

体
制

と
し

て
「
地

域
連

携
プ

ラ
ッ

ト
フ

ォ
ー

ム
（
仮

称
）
」
を

構
築

→
 ・

単
位

や
学

位
の

取
得

状
況

、
学

生
の

成
長

実
感

・満
足

度
、

学
修

に
対

す
る

意
欲

等
の

情
報

・
教

育
成

果
や

大
学

教
育

の
質

に
関

す
る

情
報

の
把

握
・公

表
の

義
務

付
け

→
 全

国
的

な
学

生
調

査
や

大
学

調
査

に
よ

り
整

理
・比

較
・一

覧
化

教
育

と
研

究
を

通
じ

て
、

新
た

な
社

会
・
経

済
シ

ス
テ

ム
を

提
案

、
成

果
を

還
元

多
様

で
卓

越
し

た
「
知

」
は

イ
ノ

ベ
ー

シ
ョ

ン
の

創
出

や
科

学
技

術
の

発
展

に
も

寄
与

雇
用

の
在

り
方

や
働

き
方

改
革

と
高

等
教

育
が

提
供

す
る

学
び

の
マ

ッ
チ

ン
グ

「
個

人
の

価
値

観
を

尊
重

す
る

生
活

環
境

を
提

供
で

き
る

社
会

」
に

貢
献

教
育

の
質

保
証

シ
ス

テ
ム

の
確

立

「
知

識
の

共
通

基
盤

」

研
究

力
の

強
化

産
業

界
と

の
協

力
・
連

携

地
域

へ
の

貢
献

平
成

30
年

11
月

26
日

中
央

教
育

審
議

会

参考資料１
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設
置

基
準

等
の

質
保

証
シ

ス
テ

ム
の

見
直

し

「
グ

ラ
ン

ド
デ

ザ
イ

ン
答

申
」
後

の
検

討
課

題

＜
中

央
教

育
審

議
会

＞

部
会

を
立

ち
上

げ
議

論
開

始

教
学

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

に
係

る
指

針
の

策
定

、
学

修
成

果
の

可
視

化
と

情
報

公
表

の
在

り
方

の
検

討

＜
国

（
文

部
科

学
省

）
＞

「
地

域
連

携
プ

ラ
ッ

ト
フ

ォ
ー

ム
（
仮

称
）
」
の

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

の
策

定
等

「
大

学
等

連
携

推
進

制
度

（
仮

称
）
」
制

度
の

枠
組

み
等

の
検

討

国
立

大
学

に
つ

い
て

、
一

定
の

方
向

性
の

検
討

（
ど

の
よ

う
な

課
程

や
分

野
で

、

ど
の

よ
う

な
規

模
で

役
割

を
果

た

し
て

い
く
か

）

制
度

・
教

育
改

革
W

G
の

審
議

ま
と

め
を

踏
ま

え
た

制
度

改
正

（
解

釈
の

明
確

化
を

含
む

）

教
学

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

特
別

委
員

会
で

議
論

開
始

制
度

改
正

、
各

大
学

へ
の

周
知

制
度

改
正

、
各

大
学

へ
の

周
知

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

の
策

定
（
適

宜
分

科
会

で
議

論
）

各
地

域
で

の
「
プ

ラ
ッ

ト
フ

ォ
ー

ム
（
仮

称
）
」

構
築

の
支

援

法
令

等
改

正
（
適

宜
分

科
会

で
議

論
）

制
度

開
始

方
向

性
の

提
示

２
０

１
９

年
度

２
０

２
０

年
度

１
月

２
月

３
月

１
２

月

２
０

１
９

年
度

２
０

２
０

年
度

１
月

２
月

３
月

１
２

月

大
学

間
の

連
携

・
統

合
に

必
要

な
制

度
改

正
（
①

国
立

大
学

の
一

法
人

複
数

大

学
制

度
、

②
私

立
大

学
の

学
部

単

位
等

で
の

事
業

譲
渡

の
円

滑
化

）

①
法

令
等

改
正

制
度

開
始

大
学

分
科

会
で

議
論

大
学

分
科

会
で

諮
問

・
答

申
（
大

学
設

置
基

準
等

）
制

度
改

正
・
開

始
◆

他
に

適
宜

告
示

改
正

や
通

知
発

出
等

を
実

施

■
リ

カ
レ

ン
ト

教
育

、
■

留
学

生
交

流
の

推
進

（
大

学
入

学
資

格
の

年
齢

要
件

の
緩

和
を

含
む

）
、

■
学

位
等

の
国

際
的

通
用

性
の

確
保

、
■

高
等

教
育

機
関

の
国

際
展

開
、

■
学

位
プ

ロ
グ

ラ
ム

を
中

心
と

し
た

大
学

制
度

、
■

多
様

な
バ

ッ
ク

グ
ラ

ン
ド

の
教

員
の

採
用

と
質

保
証

、
■

大
学

間
の

連
携

に
よ

る
教

育
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
多

様
化

、
■

情
報

通
信

技
術

（
IC

T
)を

活
用

し
た

教
育

②
法

令
等

改
正

・
制

度
開

始
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■
2
0
4
0
年
を
見
据
え
た
大
学
院
教
育
の
あ
る
べ
き
姿

「
知
の
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
」

の
育

成
を

大
学

院
が

中
心

的
に

担
う

。

①
学

部
段

階
で

身
に

付
け

る
こ

と
が

求
め

ら
れ

る
論

理
性

や
批

判
的

思
考

力
、

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
能

力
等

の
普

遍
的

な
ス

キ
ル

、
リ

テ
ラ

シ
ー

の
い

ず
れ

も
高
い
水
準

で
身

に
付

け
て

い
る

こ
と

②
自

ら
課

題
を

発
見

し
仮

説
を

構
築

・
検

証
す

る
力

等
の

、
大

学
院

で
こ

そ
身

に
付

け
る

こ
と

が
期

待
さ

れ
る

、
社
会
を
先
導
す
る
力

、
様

々
な

場
面

で
通

用
す

る
ト

ラ
ン

ス
フ

ァ
ラ

ブ
ル

な
力

③
各

セ
ク

タ
ー

を
先

導
で

き
る

複
数

の
領

域
に

わ
た

る
高
度
な
専
門
的
知
識

が
求

め
ら

れ
、

あ
わ

せ
て

、
S
T
E
A
M

※
、

デ
ー

タ
サ

イ
エ

ン
ス

、
幅

広
い

教
養

が
必

要
。

S
o
ci
e
ty
5
.0
の
実
現
等
、
2
0
4
0
年
頃
の
社
会
変
化
に
対
応
す
る
た
め
「
知
の

プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
」
が
諸
外
国
と
遜
色
な
い
水
準
で
活
躍
す
る
こ
と
が
必
要

し
か
し
現
状
は
数
々
の
問
題
点
が
・
・
・

・
諸

外
国

に
比

べ
修

士
・

博
士

学
位

取
得

者
の

割
合

が
低

い
（

修
士

は
約

1
/3

、
博

士
は

約
1
/2

、
特

に
人

文
・

社
会

科
学

で
低

い
）

に
も

か
か

わ
ら

ず
、

入
学

定
員

の
未

充
足

が
常

態
化

・
大

学
の

強
み

や
特

色
を

踏
ま

え
た

人
材

養
成

が
出

来
て

い
る

と
は

言
い

難
い

状
況

・
博

士
後

期
課

程
は

、
大

学
院

の
カ

リ
キ

ュ
ラ

ム
と

社
会

や
企

業
の

期
待

と
の

間
に

ギ
ャ

ッ
プ

が
あ

る
と

の
指

摘

⇒
こ

う
し

た
課

題
が

キ
ャ

リ
ア

パ
ス

に
対

す
る

不
安

を
招

き
、

大
学

院
へ

の
進

学
を

躊
躇

出
典

：
科

学
技

術
指

標
2
0
1
8

人
口
1
0
0
万
人
当
た
り
の
修
士
学
位

取
得
者
数
の
国
際
比
較

～
社
会
を
先
導
す
る
人
材
の
育
成
に
向
け
た
体
質
改
善
の
方
策
～
(審
議
ま
と
め
(案
))
概
要

2
0
4
0
年
の
社
会
の
需
要
に
応
え
て
い
く
た
め
に
も

早
急
に
「
大
学
院
教
育
の
体
質
改
善
」
が
必
要

４
つ
の
人
材
養
成
機
能

①
研

究
者

養
成

②
高

度
専

門
職

業
人

養
成

③
大

学
教

員
養

成
④

知
識

基
盤

社
会

を
多

様
に

支
え

る
高

度
で

知
的

な
素

養
の

あ
る

人
材

の
養

成

各
大

学
院

が
そ

れ
ぞ

れ
の
強
み
・
特
色
を

活
か
し
て
人
材
養
成
目
的
を
見
直
し
た
上
で

、
以

下
の

取
り

組
み

を
行

う
。

■
学
位
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
の
大
学
院
教
育
を
確
立

し
、

大
学

院
教

育
の

実
質

化
を

さ
ら

に
進

め
る

た
め

、
三
つ
の
方
針
の
策
定
・

公
表
を
義
務
付
け
る
。 「

学
位

授
与

の
方

針
」

三
つ
の
方
針

「
教

育
課

程
編

成
の

方
針

」
「

入
学

者
受

入
れ

の
方

針
※

 」

三
つ

の
方

針
に

基
づ

き
､養

成
す

る
人

材
像

等
を

学
修

者
や

大
学

外
に

提
示

す
る

と
と

も
に

、
自
ら
継
続
的
に
検
証
・
改
善
す
る
こ
と
で
学

位
の
質
を
保
証
す
る
。
（
内
部
質
保
証
の
確
立
）

■
人

材
養

成
目

的
に

即
し

て
教

育
研

究
組

織
を

柔
軟

に
見

直
す

。
特

に
、

学
生

の
進

路
に

責
任

を
負

う
観

点
か

ら
、

修
了

者
の

実
態

の
把

握
・

追
跡

等
を

踏
ま

え
、

進
路

の
確

保
が

見
込

め
な

い
専

攻
等

に
つ

い
て

、
定
員
縮
小

や
社

会
的

ニ
ー

ズ
の

高
い

専
攻

等
へ

の
振
替
を
含
む
見
直
し

が
必

要
。

１
三
つ
の
方
針
を
出
発
点
と
し
た
学
位
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
の
大
学
院
教
育
の
確
立

２
３

各
課
程
に
共
通
し
て
求
め
ら
れ
る

教
育
の
在
り
方

各
課
程
ご
と
に
求
め
ら
れ
る

教
育
の
在
り
方

４ ５ ６ ７

今
後
に
向
け
て

■
大
学
院
改
革
の
優
れ
た
取
組
を
｢卓
越
大
学
院
プ
ロ
グ
ラ
ム
｣を
通
じ
て
支
援

■
大
学
院
全
体
の
課
程
の
在
り
方
（
博
士
後
期
課
程
レ
ベ
ル
の
高
度
専
門
職
業
人
養
成
を

含
む
）

に
つ

い
て

引
き

続
き

検
討

■
学

修
課

題
を

複
数

の
科

目
等

を
通

し
て

体
系

的
に

履
修

し
、

基
礎

的
素

養
と

専
門

知
識

の
応

用
力

等
を

培
う
コ
ー
ス
ワ
ー
ク
の
充
実

(「
博

士
課

程
教

育
リ

ー
デ

ィ
ン

グ
プ

ロ
グ

ラ
ム

」
の

優
れ

た
取

組
の

普
及

､「
卓

越
大

学
院

プ
ロ

グ
ラ

ム
」

等
を

通
じ

た
優

れ
た

事
例

の
創

出
･普

及
)

■
専

門
的

知
識

と
普

遍
的

な
ス

キ
ル

・
リ

テ
ラ

シ
ー

等
を

身
に

付
け

る
取

組
と

し
て

、
ダ
ブ
ル

メ
ジ
ャ
ー
、
メ
ジ
ャ
ー
・
マ
イ
ナ
ー

や
、
「
学

部
・
研
究
科
等
の
組
織
の
枠
を
超
え
た
学
位
プ

ロ
グ
ラ
ム
」

等
の

活
用

■
国

際
的

に
切

磋
琢

磨
す

る
環

境
を

構
築

す
る

観
点

か
ら

、
ダ

ブ
ル

・
デ

ィ
グ

リ
ー

、
ジ

ョ
イ

ン
ト

・
デ

ィ
グ

リ
ー

等
の

推
進

【
修

士
課

程
】

※
｢高

度
専

門
職

業
人

｣｢
高

度
で

知
的

な
素

養
の

あ
る

人
材

｣の
養

成
が

主
た

る
目

的

■
学
部
段
階
教
育
と
の
有
機
的
な
接
続

、
高

度
・

広
範

な
専

門
的

能
力

と
高

度
の

汎
用

的
能

力
、

職
業

社
会

で
活

用
可

能
な

実
践

的
研

究
能

力
の

育
成

等
(大

学
院

設
置

基
準

で
定

め
ら

れ
た

修
了

に
必

要
な

単
位

数
を

超
え

た
授

業
科

目
等

の
実

施
を

含
む

)

学
位
授
与
の
在
り
方

■
研
究
指
導
体
制
の
強
化
と
学
位
審
査
の
透
明
性
・
公
平
性
の
確
保

（
学

修
成

果
・

学
位

論
文

の
評

価
、

修
了

認
定

の
基

準
の

公
表

）
■

博
士

論
文

研
究

基
礎

力
審

査
の

在
り

方
の

検
証

な
ど

優
秀
な
人
材
の
進
学
の
促
進

■
入

学
者

選
抜

の
改

善
（

「
入

学
者

受
入

れ
の

方
針

」
に

沿
っ

た
大

学
院

入
試

の
改

革
、

大
学

院
入

学
者

選
抜

実
施

要
項

の
見

直
し

）
■

修
士

課
程

等
の

学
生

に
対

す
る

リ
ク

ル
ー

ト
の

改
善

(博
士

の
魅

力
等

の
発

信
､ロ

ー
ル

モ
デ

ル
の

提
供

､進
学
の
意
思
決
定
タ
イ
ミ
ン
グ
を
踏
ま
え
た
経
済
的
支
援
の
制
度
設
計

)
■
在
学
中
に
必
要
な
学
費
や
経
済
的
支
援
の
見
通
し
提
示
の
努
力
義
務
化

な
ど

博
士
後
期
課
程
修
了
者
の
進
路
の
確
保
と
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
の
多
様
化

■
博

士
課

程
修

了
者

の
活
躍
状
況
・
処
遇
の
可
視
化

（
産

業
界

で
の

幹
部

職
員

の
学

位
取

得
状

況
、

賃
金

や
昇

進
状

況
等

に
つ

い
て

情
報

収
集

・
発

信
）

■
キ

ャ
リ

ア
構

築
に

係
る

大
学

と
し

て
の

組
織

的
支

援
な

ど

リ
カ
レ
ン
ト
教
育
の
充
実

■
実

践
的

な
教

育
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
展

開
■

社
会

人
の
時
間
的
･空
間
的
障
壁
を
低
下
さ
せ
る
取
組
促
進

■
履

修
時

間
・

学
事

暦
の

工
夫

や
、

履
修

証
明

プ
ロ

グ
ラ

ム
等

の
活

用
等

な
ど

※
ST

EA
M

＝
Sc

ie
nc

e,
 T

ec
hn

ol
og

y,
 E

ng
in

ee
rin

g,
 A

rt
, M

at
he

m
at

ic
s

【
博

士
課

程
】

■
区

分
制

博
士

課
程

の
適

切
な

運
用

、
社

会
の

求
め

る
教

育
と

の
ミ
ス
マ
ッ
チ
の
解
消

（
主

専
攻

以
外

の
科

目
の

体
系

的
履

修
、

実
務

家
教

員
に

よ
る

実
践

的
教

育
、

企
業

等
メ

ン
タ

ー
の

活
用

等
）

、
プ
レ
F
D
実
施
・
情
報
提
供
の
努
力
義
務
化

、
国

際
感

覚
を

養
う

取
組

、
産

業
界

と
の

共
同

研
究

等

【
専

門
職

大
学

院
に

お
け

る
課

程
】

■
コ

ア
カ

リ
キ

ュ
ラ

ム
の

策
定

状
況

や
教

育
課

程
へ

の
反

映
状

況
等

の
国

に
よ

る
把

握
・

情
報

発
信

、
実

務
家

教
員

向
け

F
D

の
充

実
、

教
育

課
程

連
携

協
議

会
を

活
用

し
た

実
務

家
教

員
の

能
力

の
確

認
､国

際
的

な
評

価
機

関
に

よ
る

認
証

の
促

進
に

向
け

た
検

討

■
体
系
的
な
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
確
立

､身
に

付
く

能
力

の
可

視
化

､社
会

ニ
ー

ズ
に

対
応

し
た

新
た

な
タ

イ
プ

の
人

材
養

成
目

的
の

模
索

､キ
ャ

リ
ア

パ
ス

開
拓

■
理

工
系

の
優

れ
た

取
組

の
取

り
入

れ
、

「
学

部
・

研
究

科
の

枠
を

超
え

た
学

位
プ

ロ
グ

ラ
ム

」
へ

の
参

画
な

ど

８
人
文
・
社
会
科
学
系
大
学
院
の
課
題
と
そ
の
在
り
方

博
士

課
程

教
育

リ
ー

デ
ィ

ン
グ

プ
ロ

グ
ラ

ム
で

は
、

①
大

学
院

教
育

の
実

質
化

、
②

経
済

的
支

援
、

③
国

際
経

験
を

積
む

機
会

の
充

実
、

④
産

業
界

と
連

携
し

た
教

育
研

究
等

が
進

ん
だ

も
の

の
・

・
・

※
平

成
2
3
年

に
義

務
化

済
み

※
研

究
室

の
状

況
が

変
化

す
る

中
で

、
研

究
環

境
の

確
保

に
つ

い
て

別
途

検
討

が
必

要

人
口
1
0
0
万
人
当
た
り
の
博
士
学
位

取
得
者
数
の
国
際
比
較

参考資料２
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（
１
）
改
正
の
概
要

①
教
育
課
程
の
編
成
方
針

専
門
職
大
学
院
に
お
け
る
教
育
課
程
の
編
成
方
針
と
し
て
、
産
業
界
等
と
の
連
携
に
よ
る
授
業
科
目
の
開
設
や
、
専
攻
に
係
る
職
業
を
取
り
巻
く
状
況
を
踏
ま
え

た
授
業
科
目
の
開
発
、
当
該
状
況
の
変
化
に
対
応
し
た
教
育
課
程
の
構
成
等
の
不
断
の
見
直
し
、
そ
の
た
め
の
適
切
な
体
制
の
整
備
等
に
関
す
る
事
項
を
追
加
し

た
こ
と
。
（
第
６
条
）

（
２
）
教
育
課
程
連
携
協
議
会

①
専
門
職
大
学
院
は
、
産
業
界
等
と
の
連
携
に
よ
り
、
教
育
課
程
を
編
成
し
、
及
び
円
滑
か
つ
効
果
的
に
実
施
す
る
た
め
、
教
育
課
程
連
携
協
議
会
を
設
け
る
も

の
と
し
た
こ
と
。
（
第
６
条
の
２
第
１
項
）

②
教
育
課
程
連
携
協
議
会
は
、
次
の
者
を
も
っ
て
構
成
す
る
も
の
と
し
た
こ
と
。
た
だ
し
、
専
攻
分
野
の
特
性
そ
の
他
の
当
該
専
門
職
大
学
院
に
お
け
る
教
育
の

特
性
に
よ
り
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
（
ウ
）
の
者
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
た
こ
と
。

ア
学
長
又
は
当
該
専
門
職
大
学
院
に
置
か
れ
る
研
究
科
の
長
が
指
名
す
る
教
員
そ
の
他
の
職
員
（
第
６
条
の
２
第
２
項
）

イ
当
該
専
門
職
大
学
院
の
課
程
に
係
る
職
業
に
就
い
て
い
る
者
又
は
当
該
職
業
に
関
連
す
る
事
業
を
行
う
者
に
よ
る
団
体
の
う
ち
、
広
範
囲
の
地
域
で
活
動

す
る
も
の
の
関
係
者
で
あ
っ
て
、
当
該
職
業
の
実
務
に
関
し
豊
富
な
経
験
を
有
す
る
者
（
第
６
条
の
２
第
２
項
第
２
号
）

ウ
地
方
公
共
団
体
の
職
員
、
地
域
の
事
業
者
に
よ
る
団
体
の
関
係
者
そ
の
他
の
地
域
の
関
係
者
（
第
６
条
の
２
第
２
項
第
３
号
）

エ
当
該
専
門
職
大
学
院
を
置
く
大
学
の
教
員
そ
の
他
の
職
員
以
外
の
者
で
あ
っ
て
学
長
等
が
必
要
と
認
め
る
者
（
第
６
条
の
２
第
２
項
第
４
号
）

③
教
育
課
程
連
携
協
議
会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
審
議
し
、
学
長
等
に
意
見
を
述
べ
る
も
の
と
し
た
こ
と
。
（
第
６
条
の
２
第
３
項
）

ア
産
業
界
等
と
の
連
携
に
よ
る
授
業
科
目
の
開
発
及
び
開
設
そ
の
他
の
教
育
課
程
の
編
成
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

イ
産
業
界
等
と
の
連
携
に
よ
る
授
業
の
実
施
そ
の
他
の
教
育
課
程
の
実
施
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項
及
び
そ
の
実
施
状
況
の
評
価
に
関
す
る
事
項

（
３
）
施
行
期
日

こ
の
改
正
は
、
平
成
3
1
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

平
成
2
8
年
８
月
に
取
り
ま
と
め
ら
れ
た
中
央
教
育
審
議
会
大
学
分
科
会
大
学
院
部
会
専
門
職
大
学
院
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
の
報
告
書
に
お
い
て
、
関
係
業
界
や
職
能
団
体
の
関

係
者
な
ど
、
各
専
門
職
大
学
院
が
掲
げ
る
養
成
人
材
像
と
関
連
が
深
い
者
や
学
外
の
有
識
者
等
か
ら
な
る
ア
ド
バ
イ
ザ
リ
ー
ボ
ー
ド
を
設
置
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
る
べ
き
で
あ
る

と
提
言
を
受
け
、
専
門
職
大
学
の
制
度
化
に
あ
わ
せ
て
、
専
門
職
大
学
院
も
同
様
、
専
門
性
が
求
め
ら
れ
る
職
業
に
関
連
す
る
事
業
を
行
う
者
等
の
協
力
を
得
て
教
育
課
程
の
編
成

等
を
行
う
規
定
を
設
け
る
こ
と
と
し
た
「
学
校
教
育
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」
を
国
会
に
提
出
し
、
法
案
が
成
立
。
（
平
成
2
9
年
５
月
3
1
日
公
布
）

背
景
・
経
緯

学
校
教
育
法
の
改
正
（
関
連
部
分
抜
粋
）

第
九
十
九
条
（
略
）

②
（
略
）

③
専
門
職
大
学
院
は
、
文
部
科
学
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
高
度
の
専
門
性
が
求
め
ら
れ
る
職
業
に
就
い
て
い
る
者
、
当
該
職
業
に
関
連
す
る
事
業
を
行
う
者
そ
の

他
の
関
係
者
の
協
力
を
得
て
、
教
育
課
程
を
編
成
し
、
及
び
実
施
し
、
並
び
に
教
員
の
資
質
の
向
上
を
図
る
も
の
と
す
る
。

教
育
課
程
連
携
協
議
会
に
つ
い
て

こ
れ
を
受
け
て
専
門
職
大
学
院
設
置
基
準
を
改
正

専
門
職
大
学
院
設
置
基
準
の
改
正

参考資料３
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社
会
(「
出
口
」
)や
地
域
の
ニ
ー
ズ
に
対
応
す
る
た
め
の
新
た
な
取
組
や
自
ら
の
強
み
や
特
徴
を
伸
ば
す
た
め
の
取
組
を
促
進
さ
せ
、
高
度
専
門
職
業
人
養
成
機
能
を
一
層
強
化
さ
せ
る
観
点
か
ら
、
専
門
職
大
学
院
に
お
け
る
教
員
組
織
の
在
り
方

等
を
以
下
の
と
お
り
見
直
し
た
（
平
成
3
0
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
）
。

①
ダ
ブ
ル
カ
ウ
ン
ト
（
専
門
職
学
位
課
程
と
他
の
課
程
と
の
兼
務
）

全
員
兼
務
可

①
恒

常
的

措
置

専
門
職

学
位
課
程

学
部

修
士
課
程
又
は

博
士
課
程
（
前
期
課
程
）

博
士
課
程

（
後
期
課
程
）

全
員
兼
務
可

全
員
兼
務
可

算
定
の
基
礎
と
な
る
修
士
課
程
の
必
要
教
員
数

の
範
囲
内
で
兼
務
可

専 従

②
専
門
職
学
位
課
程
へ
の
移
行
を
目
的
と
し
た
特
例
措
置

修
士
課
程
等
と

の
兼
務
は
開
設

後
5
年
間
限
り

学
部

修
士
課
程
、

博
士
課
程
（
前
期
課
程
）

又
は
専
門
職
学
位
課
程

博
士
課
程

（
後
期
課
程
）

全
員
兼
務
可

全
員
兼
務
可

（
専
門
職
学
位
課
程
は
除
く
）

↔
・
・
・
す
で
に
兼
務
が
認
め
ら
れ
て
い
た

↔
・
・
・
新
た
に
兼
務
を
認
め
た

専
門
職

学
位
課
程

専 従

算
定
の
基
礎
と
な
る
修
士
課
程
の
必
要
教
員
数

の
範
囲
内
で
兼
務
可

全
員
兼
務
可

◆
兼
務
イ
メ
ー
ジ
図

専
門
職
学
位
課
程
は
教
育
の
質
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
一
定
の
独
立
の
確
保
と
教
員
組
織
の
充
実
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
修
士
課
程
の
1
.5
倍
の
研
究
指
導
教
員
と
修
士
課
程
と
同
数
の
研
究
指
導
補
助
教
員
を
合
わ
せ
た
数
の
専
任
教
員
を
配
置

す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
よ
り
、
学
部
と
の
連
携
や
学
際
連
携
が
図
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
や
、
修
士
課
程
か
ら
専
門
職
学
位
課
程
へ
課
程
を
転
換
す
る
に
あ
た
っ
て
、
一
時
的
に
両
方
の
課
程
に
そ
れ
ぞ
れ
必
要
と
な
る
専
任
教
員
を
配
置
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か

ら
、
移
行
の
妨
げ
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
た
め
、
以
下
の
と
お
り
専
門
職
大
学
院
に
お
け
る
教
員
基
準
を
緩
和
す
る
こ
と
に
よ
り
、
学
部
や
修
士
課
程
等
の
連
携
強
化
等
を
促
進
さ
せ
、
高
度
専
門
職
業
人
養
成
機
能
の
充
実
強
化
を
図
る
。

①
恒
常
的
措
置

目
的
：
学
部
と
の
連
携
強
化
や
他
分
野
と
の
学
際
的
連
携
促
進
に
よ
る
高
度
専
門
職
業
人
養
成
機
能
の
一
層
の
強
化

対
応
：
博
士
後
期
課
程
と
の
全
員
の
兼
務
（
現
行
制
度
）
＋
必
置
教
員
数
の
う
ち
算
定
の
基
礎
と
な
る
修
士
課
程
の
必
要
教
員
数
ま
で
の
範
囲
内
で
学
部
の
専
任
教
員
と
の
兼
務
を
認
め
る
（
修
士
課
程
は
引
き
続
き
不
可
）

➁
専
門
職
学
位
課
程
へ
の
移
行
を
目
的
と
し
た
特
例
措
置

目
的
：
既
存
の
修
士
課
程
か
ら
専
門
職
学
位
課
程
へ
の
転
換
促
進
に
よ
る
高
度
専
門
職
業
人
養
成
機
能
の
一
層
の
強
化

対
応
：
上
記
①
＋
必
置
教
員
数
の
う
ち
算
定
の
基
礎
と
な
る
修
士
課
程
の
必
要
教
員
数
ま
で
の
範
囲
内
で
修
士
課
程
等
と
の
兼
務
を
認
め
る

条
件
：
修
士
課
程
等
と
の
兼
務
は
、
専
門
職
大
学
院
を
設
置
し
て
か
ら
5
年
間
を
経
過
す
る
ま
で
に
限
る

※
①
②
共
に
教
育
の
質
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
専
門
職
学
位
課
程
に
専
従
す
る
教
員
を
一
定
割
合
確
保
す
る

＜
修
士
課
程
＞

修 士 課 程 は 全 て の 教 員 が 学 部 と 兼 務 可 と な っ

て い る こ と を 踏 ま え 、 専 門 職 学 位 課 程 に お い

て は 、 算 定 の 基 礎 と な る 修 士 課 程 の 必 要 教 員

数 ま で 、 兼 務 可 と す る 。( 概 ね ７ ～ ８ 割 程 度)

上
乗
せ
分
（
２
～
３
割
程
度
）

⇒

学
部

研
究
指
導
教
員

（
マ
ル
合
）

研
究
指
導
補
助
教
員

（
合
）

修 士 課 程 は 全 て 兼 務 可

※
文
部
省
告
示
1
7
5
号
の
第
3
号
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
必
要
教
員
数
が
適
用
さ
れ
る
課
程
に
つ
い
て
は
、
算
定
の
基
礎
と
な
る
別
表
３
の
修
士

課
程
の
分
野
ご
と
に
算
出
さ
れ
る
必
要
教
員
数
の
範
囲
内
に
お
い
て
兼
務
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
。

（
例
：
社
会
科
学
系
大
学
院
で
収
容
定
員
6
0
0
人
の
場
合
、
修
士
課
程
は
6
0
0
÷
2
0
＝
3
0
人
の
専
任
教
員
が
必
要
で
あ
り
、
専
門
職
学
位
課

程
は
6
0
0
÷
1
5
＝
4
0
人
の
専
任
教
員
が
必
要
で
あ
る
た
め
、
そ
の
差
の
1
0
人
は
兼
務
不
可
と
し
、
残
り
の
3
0
人
は
兼
務
を
可
能
と
す
る
）

＜
専
門
職
学
位
課
程
＞

学
部

研
究
指
導
補
助
教
員

（
合
）修
士
の
1
.5
倍

配
置

兼 務 可

兼 務
不 可

研
究
指
導
教
員

（
マ
ル
合
）

教
育
の
質
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、

専
門
職
学
位
課
程
に
専
従
す
る

教
員
を
一
定
割
合
確
保

※
専
門
職
学
位
課

程
に
専
従
さ
せ
る

専
任
教
員
数
の
割

合
の
考
え
方
で
あ

り
、
兼
務
す
る
専

任
教
員
の
属
性
は

問
わ
な
い
。

専
門
職
大
学
院
の
教
員
組
織
の
見
直
し
に
つ
い
て
①
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②
法
科
大
学
院
の
ほ
か
に
法
学
分
野
の
専
門
職
学
位
課
程
を
置
く
際
の
教
員
基
準
の
緩
和

目
的
：
渉
外
法
務
で
活
躍
す
る
弁
護
士
、
グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
の
法
務
ス
タ
ッ
フ
、
国
連
等
の
国
際
機
関
や
Ｎ
Ｇ
Ｏ
で
働
く
法
律
専
門
職
な
ど
を
目
指
す
者
の
た
め
の
リ
カ
レ
ン
ト
教
育
の
必
要
性
を
踏
ま
え
た
法
科
大
学
院
以
外
の
法
学
分
野
の
専
門

職
大
学
院
の
開
設
促
進

対
応
：
法
学
分
野
に
お
け
る
修
士
課
程
の
教
員
基
準
は
研
究
指
導
教
員
数
を
五
以
上
置
く
も
の
と
さ
れ
て
い
る
が
、
一
研
究
科
に
法
科
大
学
院
以
外
の
法
学
関
係
の
専
門
職
学
位
課
程
を
設
け
る
場
合
、
研
究
指
導
教
員
は
三
以
上
置
く
こ
と
と
す
る

（
法
科
大
学
院
に
必
要
な
専
任
教
員
数
は
据
え
置
き
）

（
現
在
の
告
示
に
お
い
て
、
法
学
分
野
の
修
士
課
程
に
つ
い
て
は
、
公
法
、
私
法
等
に
分
割
し
た
と
き
は
、
各
専
攻
ご
と
に
研
究
指
導
教
員
数
を
五
以
上
か
ら
三
以
上
置
く
こ
と
と
し
、
軽
減
し
て
い
る
）

③
み
な
し
専
任
教
員
の
要
件
緩
和

目
的
：
ビ
ジ
ネ
ス
を
始
め
各
分
野
の
一
線
で
活
躍
す
る
者
や
最
新
の
実
務
の
知
識
を
有
す
る
者
、
そ
の
時
々
の
社
会
の
ニ
ー
ズ
の
高
い
分
野
の
実
務
家
に
大
学
院
教
育
に
積
極
的
に
参
画
す
る
こ
と
を
促
す

対
応
：
「
み
な
し
専
任
教
員
」
の
要
件
の
担
当
単
位
数
の
下
限
を
現
行
の
６
単
位
か
ら
４
単
位
へ
改
正

①
必
要
な
専
任
教
員

１
）
当
該
分
野
の
修
士
課
程
の
研

究
指
導
教
員
数
の
1
.5
倍
＋
研

究
指
導
補
助
教
員

又
は

２
）
修
士
課
程
を
担
当
す
る
研
究

指
導
教
員
1
人
当
た
り
の
学
生

の
収
容
定
員
に
4
分
の
3
を
乗
じ

て
算
定
さ
れ
る
収
容
定
員
の
数

（
小
数
点
以
下
の
端
数
は
切
り

捨
て
）
に
つ
き
1
人
の
専
任
教

員
を
配
置

（
告
示
5
3
号
第
1
条
第
1
項
）

※
１
）
２
）
の
い
ず
れ
か
多
い
方

の
数

②
実
務
家
教
員

必
要
専
任
教
員
数
の
う
ち
、
3
割
は
実

務
家
教
員
を
配
置

（
告
示
第
5
3
号
第
2
条
第
1
項
）

※
法
科
大
学
院
は
2
割
、
教
職
大
学
院

は
4
割
の
実
務
家
教
員
を
配
置

(告
示
第
5
3
号
第
2
条
第
3
項
,第
5
項
)

③
他
の
課
程
と
の
兼
務

（
ダ
ブ
ル
カ
ウ
ン
ト
）

博
士
課
程
（
区
分
制
の
場

合
は
後
期
課
程
）
の
専
任

教
員
の
兼
務
が
可
能

（
専
門
職
大
学
院
設
置
基

準
第
5
条
第
2
項
）

④
み
な
し
専
任
教
員

実
務
家
教
員
の
う
ち
、
3
分
の

2
（
端
数
は
四
捨
五
入
）
の
範

囲
内
に
つ
い
て
は
、
専
任
教
員

以
外
の
者
で
あ
っ
て
も
、
1
年

に
つ
き
6
単
位
以
上
の
授
業
科

目
を
担
当
し
、
か
つ
、
教
育
課

程
の
編
成
そ
の
他
専
門
職
学
位

課
程
を
置
く
組
織
の
運
営
に
つ

い
て
責
任
を
担
う
者
で
足
り
る

も
の
と
す
る
。

（
告
示
第
5
3
号
）
第
2
条
第
2

項

研
究
者
教
員

実
務
家
教
員

◆
み
な
し
専
任
教
員
に
関
す
る
見
直
し
前
の
イ
メ
ー
ジ
図

④
法
科
大
学
院
の
入
学
者
選
抜
に
関
す
る
努
力
義
務
規
定
の
削
除

目
的
：
法
科
大
学
院
の
入
学
者
選
抜
に
関
し
、
３
割
以
上
を
法
学
未
修
者
等
と
な
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
、
こ
の
努
力
義
務
規
定
に
よ
り
入
学
者
選
抜
の
競
争
性
を
犠
牲
に
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
で
あ
り
、

入
学
者
の
質
の
確
保
の
観
点
か
ら
適
当
で
な
い
と
の
指
摘
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
各
法
科
大
学
院
の
創
意
工
夫
に
よ
る
適
切
な
入
学
者
選
抜
が
実
施
で
き
る
よ
う
環
境
を
整
備

対
応
：
法
科
大
学
院
の
入
学
者
選
抜
に
お
け
る
法
学
未
修
者
等
の
割
合
を
３
割
以
上
と
す
る
努
力
義
務
規
定
を
削
除

専
門
職
大
学
院
の
教
員
組
織
の
見
直
し
に
つ
い
て
②
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法
科
大
学
院
等
の
抜
本
的
な
教
育
の
改
善
・
充
実
に
向
け
た
基
本
的
な
方
向
性
（
概
要
）

２
年
次

３
年
次

法
科
大
学
院

1
年
次

既 修 認 定

⇦
法
学
未
修
者
教
育
⇨共 通 到 達 度 確 認 試 験

プ
ロ
セ
ス
と
し
て
質
の
高
い
法
曹
を
養
成
す
る
と
い
う
理
念
を
堅
持
し
つ
つ
、
優
れ
た
資
質
を
有
す
る
法
科
大
学
院
志
願
者
を
回
復
し
、
多
様
な
法
曹
の
輩
出
や
地
方
に
お
け

る
法
曹
養
成
機
能
に
留
意
し
つ
つ
、
学
生
の
資
質
・能
力
に
応
じ
た
期
間
で
法
曹
と
な
る
途
を
一
層
充
実
す
る
た
め
、
既
修
者
、
未
修
者
コ
ー
ス
と
も
に
制
度
改
革
を
推
進
。

【
方
向
性
①
】
法
科
大
学
院
と
法
学
部
等
と
の
連
携
強
化

法
学
部
に
「
法
曹
コ
ー
ス
（
仮
称
）」
の
設
置
を
奨
励
し
、
法
学
部
が
法
科
大
学
院
と
連
携
し
て
体
系
的
・一
貫
的
な
教
育
課
程
を
編
成
す
る
こ
と
に
よ
り
、
法
曹
志
望

が
明
確
な
学
生
等
に
対
し
て
、
学
部
段
階
か
ら
よ
り
効
果
的
な
教
育
を
行
う
。
更
に
、
優
れ
た
資
質
・
能
力
を
有
す
る
者
が
早
期
に
法
科
大
学
院
に
進
学
で
き
る
仕
組

み
を
明
確
化
す
る
。

【
学
部
３
年
次
修
了
時
点
で
法
科
大
学
院
へ
進
学
】

✔
優
秀
な
学
生
が
、
３
年
次
修
了
時
点
で
法
科
大
学
院
へ
進
学
で
き
る
仕
組
み
を
明
確
化

⇒
時
間
的
・
経
済
的
負
担
を
軽
減

地
方
の
学
生
も
法
科
大
学
院
で
の

学
修
を
経
て
法
曹
と
な
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
、
法
科
大
学
院
を
設
置
し

て
い
な
い
大
学
の
法
学
部
が
他
大

学
の
法
科
大
学
院
と
連
携
し
て
法

曹
コ
ー
ス
を
設
置
す
る
こ
と
も
期
待
。

【
方
向
性
②
】
法
学
未
修
者
教
育
の
質
の
改
善

✔
進
級
に
当
た
っ
て
の
質

保
証
の
仕
組
み
を
導
入

※
法
曹
コ
ー
ス
修
了
生

の
入
学
者
選
抜
等

で
の
活
用
も
期
待

「
共
通
到
達
度
確
認
試
験
」
な
ど
進
級
に
当
た
っ
て
の
質
保
証
プ
ロ
セ
ス
を
導
入
す
る
と
と
も
に
、
き

め
細
か
な
指
導
を
効
果
的
に
行
っ
て
い
る
法
科
大
学
院
に
は
、
そ
の
教
育
実
績
に
応
じ
、
重
点
的
に

支
援
。

✔
優
れ
た
未
修
者
教
育
の
実
例
・手
法
等
を
体
系
化
し
、

共
有
可
能
と
す
る

✔
複
数
法
科
大
学
院
で
の
連
携
の
た
め
、
教
育
課
程
や

入
学
者
選
抜
の
在
り
方
を
含
め
て
調
査
研
究
を
実
施

✔
社
会
人
の
入
学
促
進
策
を
も
含
め
、
上
記
以
外
の
支

援
方
策
に
つ
い
て
も
引
き
続
き
検
討

法
学

部

教
養
教
育

1
年
次

2
年
次

3
年
次

法
曹
コ
ー
ス

コ ー ス 選 択

4
年
次

早 期 卒 業

飛 び 入 学

入 学 者 選 抜

【
法
曹
コ
ー
ス
修
了
生
の
特
別
選
抜
枠
】

✔
法
曹
コ
ー
ス
修
了
生
を
対
象
と
す
る
入
学
者
選
抜
枠
を
推

薦
方
式
を
含
め
て
定
員
(※
)の
５
割
程
度
を
上
限
に
認
め
る

⇒
法
科
大
学
院
と
法
曹
コ
ー
ス
の
接
続
を
確
保

(※
)定
員
未
充
足
の
場
合
、
実
入
学
者
の
５
割
程
度

✔
入
学
者
に
占
め
る
純

粋
未
修
者
や
社
会
人

経
験
者
の
割
合
を
「３

割
以
上
」と
す
る
数
値

目
標
を
見
直
し

（
平
成
30
年
3月
13
日
中
教
審
法
科
大
学
院
等
特
別
委
員
会
）

参考資料４
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未
修
者
教
育
へ
の
支
援
を
含
め
て
引
き
続
き
メリ
ハ
リあ
る
予
算
配
分
を
実
施
す
る
とと
も
に
、優
れ
た
未
修
者
教
育
の
実
例
等
を
体
系
化
す
る
た
め
の
調
査
研
究
を
実
施

未
修
者
教
育
の
質
の
保
証
を
十
分
確
保
す
る
た
め
、平
成
31
年
度
か
ら「
共
通
到
達
度
確
認
試
験
」を
本
格
実
施

※
未
修
者
１
年
次
か
ら２
年
次
の
進
級
に
当
た
り、
各
法
科
大
学
院
が
共
通
して
客
観
的
に
進
級
判
定
を
行
う仕
組
み
とし
て
導
入

制
度
改
正
と併
せ
て
取
り組
む
事
項

法
科
大
学
院
制
度
に
関
す
る
具
体
的
な
制
度
改
革
案
に
つ
い
て

制
度
の
適
用
に
つ
い
て
は
、平
成
32
（
20
20
）
年
度
を
念
頭
に
調
整

法
曹
養
成
プ
ロ
セ
ス
の
中
核
で
あ
る
法
科
大
学
院
に
お
け
る
教
育
の
充
実
に
資
す
る
た
め
、３
月
13
日
の
中
教
審
提
言
等
を
踏
ま
え
、法
科
大
学

院
と法
学
部
の
連
携
促
進
に
よ
る
法
曹
を
目
指
す
学
生
の
時
間
的
・経
済
的
負
担
の
軽
減
や
、法
曹
養
成
制
度
の
信
頼
性
・安
定
性
の
確
保
等
を

図
る
。

○
法
科
大
学
院
の
教
育
の
充
実
に
資
す
る
た
め
、以
下
の
措
置
を
講
ず
る
こと

×
①
法
科
大
学
院
は
、教
育
課
程
、履
修
に
求
め
られ
る
能
力
・資
質
、成
績
評
価
及
び
修
了
の
認
定
の
方
法
及
び
実
施
状
況
に
関
す
る
情
報
を
公
表
す
る
こと

×
②
司
法
試
験
及
び
司
法
修
習
との
有
機
的
連
携
の
下
に
、法
科
大
学
院
カリ
キ
ュラ
ム
の
更
な
る
体
系
化
を
図
る
こと

○
法
科
大
学
院
に
お
け
る
、い
わ
ゆ
る
法
学
既
修
者
の
教
育
の
充
実
に
資
す
る
た
め
、以
下
を
規
定

×
①
法
科
大
学
院
に
お
い
て
必
要
とさ
れ
る
法
学
の
基
礎
的
な
学
識
を
修
得
させ
る
こと
を
目
的
とし
て
法
学
部
に
置
か
れ
た
課
程
（
法
曹
コー
ス
）
を
法
科
大
学

院
が
指
定
で
き
る
こと

×
②
法
科
大
学
院
は
、法
曹
コー
ス
を
置
き
、置
こう
とす
る
法
学
部
に
対
して
必
要
な
協
力
を
行
うこ
と

×
③
法
科
大
学
院
は
、法
曹
コー
ス
の
学
生
に
対
し、
入
学
者
選
抜
に
お
け
る
適
切
な
配
慮
を
行
うこ
と

○
法
科
大
学
院
に
お
け
る
入
学
者
の
多
様
性
の
確
保
等
の
た
め
、以
下
の
措
置
を
講
ず
る
こと

×
大
学
の
法
学
を
履
修
す
る
課
程
以
外
の
出
身
者
（
未
修
者
）
、社
会
人
、い
わ
ゆ
る
早
期
卒
業
・飛
び
入
学
に
よ
り入
学
しよ
うと
す
る
者
に
対
す
る
入
学
者

選
抜
に
お
け
る
配
慮
義
務
を
規
定
。

○
法
科
大
学
院
入
学
か
ら司
法
試
験
合
格
ま
で
の
予
測
可
能
性
を
高
め
、法
曹
養
成
制
度
の
信
頼
性
・安
定
性
を
確
保
す
る
た
め
、以
下
の
措
置

を
講
ず
る
こと

×
①
一
定
の
期
間
に
お
い
て
、平
成
30
年
度
の
法
科
大
学
院
の
入
学
定
員
（
2,
30
0人
）
を
総
定
員
の
上
限
とし
て
定
め
る
こと

×
②
文
部
科
学
大
臣
と法
務
大
臣
が
法
科
大
学
院
の
定
員
に
つ
い
て
協
議
す
る
仕
組
み
を
創
設
す
る
こと

×
③
法
科
大
学
院
が
収
容
定
員
の
増
を
行
う場
合
に
つ
い
て
、認
可
事
項
とす
る
こと

○
「３
プ
ラ
ス
２
」の
一
層
の
促
進
を
図
る
観
点
か
ら
、飛
び
入
学
を
認
め
る
に
足
りる
優
秀
さ
の
判
断
材
料
に
つ
い
て
、以
下
の
措
置
を
講
ず
る
こと

×
・
法
科
大
学
院
へ
の
飛
び
入
学
の
資
格
に
つ
い
て
、当
該
大
学
院
を
置
く大
学
が
定
め
る
単
位
を
優
秀
な
成
績
で
修
得
した
と認
め
られ
る
者
に
加
え
て
、単
位
の

修
得
状
況
とそ
れ
に
準
じる
も
の
に
基
づ
き
、こ
れ
と同
等
以
上
の
能
力
及
び
資
質
を
有
す
る
と認
め
る
者
に
も
認
め
る
こと

趣
旨

概
要

実
施
時
期
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公益財団法人大学基準協会の審議結果について 

 

１．申請の概要 

公益財団法人大学基準協会から、デジタルコンテンツ分野の専門職大学院
を評価するために、文部科学大臣の認証を求める申請があったため、「認証評
価機関の認証に関する審査委員会」で審査を行った。 

 

 

２．審査委員会での論点 

学校教育法等で定める認証の基準をすべて満たしていることを確認した上
で、以下の審議が行われた。 

 
【主な審議内容】 
○ デジタルコンテンツ系の範囲や適切な教員組織の構成、教育課程の編

成について、大学基準協会の考え方に問題がないことを確認した。 
 
○ ビジネス、情報・通信技術、アートという観点から評価体制が想定さ

れているが、コンテンツ制作そのものの専門家が評価委員会の中に必要
であるという意見があった。 

 
○ 会議後、実際に認証評価を行う評価委員会はどのような分野の委員で

構成するのか、追加で大学基準協会に確認した。 
 
○ 大学基準協会が回答した委員の構成について、審査委員会の委員及び

有識者に確認したところ、コンテンツ制作の専門家が２名含まれており、
認証評価機関としては妥当だと考えるとの判断であった。 

 
 

３．審査委員会の結論 

 デジタルコンテンツ分野の評価を行う機関として認証することが適当 
 

 

 

 

参考資料５ 
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基
本
的
な

考
え
方

専
門
職
大
学
設
置
基
準
及
び
専
門
職
短
期
大
学
設
置
基
準
（
省
令
）
の
制
定
に
つ
い
て

○
現
行
の
最
低
基
準
で
あ
る
大
学
設
置
基
準
及
び
短
期
大
学
設
置
基
準
の
水
準
を
考
慮
し
、
そ
の
趣
旨
を
採
り
入
れ
る
と
同
時
に
、
高
度
か
つ

実
践
的
な
職
業
教
育
を
行
う
機
関
と
し
て
、
そ
の
特
性
を
踏
ま
え
た
適
切
な
水
準
の
設
定
を
図
る
。

※
国
際
通
用
性
を
求
め
ら
れ
る
「
大
学
」
の
枠
組
み
の
中
に
位
置
付
け
ら
れ
る
機
関
と
し
て
相
応
し
い
教
育
研
究
水
準
を
担
保
す
る
と
と
も
に
、
産
業
界
等
と

緊
密
に
連
携
し
た
実
践
的
な
職
業
教
育
に
重
点
を
置
く
、
社
会
人
の
受
入
れ
も
主
要
な
機
能
と
す
る
等
の
特
性
を
踏
ま
え
た
設
置
基
準
と
す
る
。

教 員

◎
専
任
教
員
数
に
つ
い
て
は
、
大
学
・
短
大
設
置
基
準
の
水
準
を
踏
ま
え
つ
つ
、

小
規
模
の
学
部
・
学
科
を
想
定
し
た
基
準
を
新
設
。

◎
必
要
専
任
教
員
数
の
お
お
む
ね
４
割
以
上
は
「専
攻
分
野
に
お
け
る
お
お
む
ね

５
年
以
上
の
実
務
の
経
験
を
有
し
、
か
つ
、
高
度
の
実
務
の
能
力
を
有
す
る
者
」

（
実
務
家
教
員
）
と
す
る
｡

・
必
要
専
任
実
務
家
教
員
数
の
二
分
の
一
以
上
は
、
研
究
能
力
を
併
せ
有
す
る

実
務
家
教
員
と
す
る
｡

※
大
学
等
で
の
教
員
歴
、
修
士
以
上
の
学
位
、
又
は
企
業
等
で
の
研
究
上
の
業
績
の
い
ず
れ
か

を
求
め
る
｡

・
必
要
専
任
実
務
家
教
員
数
の
二
分
の
一
以
内
は
、
「
み
な
し
専
任
教
員
」

（専
任
教
員
以
外
の
者
で
あ
っ
て
も
、
１
年
に
つ
き
６
単
位
以
上
の
授
業
科
目
を
担
当
し
、

か
つ
、
教
育
課
程
の
編
成
そ
の
他
の
学
部
・学
科
の
運
営
に
つ
い
て
責
任
を
有
す
る
者
）

で
足
り
る
も
の
と
す
る
｡

学 生

◎
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者
そ
の
他
の
入
学
者
の
多
様
性
の
確
保
に
配
慮
し
た

入
学
者
選
抜
を
行
う
こ
と
を
努
力
義
務
化
。

◎
同
時
に
授
業
を
行
う
学
生
数
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
４
０
人
以
下
。

◎
産
業
界
等
と
連
携
し
つ
つ
、
教
育
課
程
を
自
ら
開
発
・
開
設
、
不
断
に
見
直
し
。

◎
「
専
門
性
が
求
め
ら
れ
る
職
業
を
担
う
た
め
の
実
践
的
な
能
力
及
び
当
該
職
業

の
分
野
に
お
い
て
創
造
的
な
役
割
を
担
う
た
め
の
応
用
的
な
能
力
」
の
育
成
・
展
開

及
び
「
職
業
倫
理
の
涵
養
」
に
配
慮
。

◎
産
業
界
及
び
地
域
社
会
と
の
連
携
に
よ
る
教
育
課
程
の
編
成
・
実
施
の
た
め

「
教
育
課
程
連
携
協
議
会
」
の
設
置
を
義
務
付
け
。

教 育 課 程 の 編 成

◎
大
学
・
短
大
設
置
基
準
の
水
準
（
学
生
１
人
当
た
り
１
０
㎡
）
を
踏
ま
え
つ
つ
、

一
定
の
要
件
の
下
で
弾
力
的
な
取
扱
い
を
可
能
と
す
る
。

※
そ
の
場
所
に
立
地
す
る
こ
と
が
特
に
必
要
で
あ
り
、
か
つ
、
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り

所
要
の
面
積
確
保
が
困
難
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
、
教
育
研
究
上
支
障
が
な
い
限
度
に

お
い
て
、
当
該
面
積
を
減
ず
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
｡

校 地 面 積

◎
原
則
と
し
て
体
育
館
そ
の
他
の
ス
ポ
ー
ツ
施
設
を
備
え
る
と
と
も
に
、
な
る
べ
く

運
動
場
を
設
け
る
こ
と
を
求
め
る
｡た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
特
別
の
事
情
が
あ
る

と
き
は
、
大
学
外
の
運
動
施
設
の
利
用
に
よ
る
代
替
措
置
を
可
能
と
す
る
｡

体 育 館 等

◎
大
学
・
短
大
設
置
基
準
の
水
準
を
踏
ま
え
つ
つ
、
小
規
模
の
学
部
・
学
科
を

想
定
し
た
基
準
を
新
設
｡

◎
臨
地
実
務
実
習
が
必
修
で
あ
る
等
の
特
性
を
考
慮
し
、
卒
業
に
必
要
な
臨

地
実
務
実
習
を
実
施
す
る
に
当
た
り
、
実
習
に
必
要
な
施
設
の
一
部
を
企
業

等
の
事
業
者
の
施
設
の
使
用
に
よ
り
確
保
す
る
場
合
等
、
一
定
の
要
件
の
下

に
、
必
要
校
舎
面
積
を
減
ず
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
。

校 舎 面 積

◎
開
設
す
べ
き
授
業
科
目
と
し
て
、
４
つ
の
授
業
科
目
を
規
定

①
基
礎
科
目

〔
４
年
制
で

20
単
位
以
上
／
２
年
制
で

10
単
位
以
上
〕

②
職
業
専
門
科
目
〔
４
年
制
で

60
単
位
以
上
／
２
年
制
で

30
単
位
以
上
〕

③
展
開
科
目

〔
４
年
制
で

20
単
位
以
上
／
２
年
制
で

10
単
位
以
上
〕

④
総
合
科
目

〔
４
年
制
で
４
単
位
以
上
／
２
年
制
･３
年
制
で
２
単
位
以
上
〕

授 業 科 目

◎
卒
業
・修
了
要
件
と
し
て
実
習
等
に
よ
る
授
業
科
目
に
つ
い
て
一
定
単
位
数
の
修
得

を
求
め
る
。
〔
４
年
制
で

40
単
位
以
上
／
２
年
制
で

20
単
位
以
上
〕

･
上
記
の
実
習
等
に
よ
る
授
業
科
目
に
は
、
企
業
等
で
の
「臨
地
実
務
実
習
」を
一
定

単
位
数
含
む
。
〔
４
年
制
で

20
単
位
以
上
／
２
年
制
で

10
単
位
以
上
〕

※
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
り
、
か
つ
、
教
育
効
果
を
十
分
に
あ
げ
ら
れ
る
場
合
は
、
企
業
等
と

連
携
し
た
「連
携
実
務
演
習
等
」に
よ
る
一
部
代
替
も
可
能
と
す
る
。

〔４
年
制
で
５単
位
ま
で
／
２
年
制
で
２
単
位
ま
で
〕

◎
入
学
前
に
専
門
性
が
求
め
ら
れ
る
職
業
に
係
る
実
務
の
経
験
を
通
じ
、
当
該

職
業
を
担
う
た
め
の
実
践
的
な
能
力
を
修
得
し
て
い
る
場
合
に
、
当
該
実
践
的
な

能
力
の
修
得
を
授
業
科
目
の
履
修
と
み
な
し
単
位
認
定
で
き
る
仕
組
み
を
規
定
。

〔
４
年
制
で

30
単
位
ま
で
／
２
年
制
で

15
単
位
ま
で
〕

卒 業 要 件 等

平
成
２
９
年
９
月
８
日
公
布
（
平
成
２
９
年
文
部
科
学
省
令
第
３
３
号
･第
３
４
号
）

参考資料６
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○
大
学
等
は
、
専
門
職
を
担
う
た
め
の
実
践
的
か
つ
応
用
的
な
能
力
を
育
成
・
展
開
さ
せ
る
よ
う
特
別
の
教
育
課
程
を
編
成
し
て
教
育
を

行
う
学
科
（
専
門
職
学
科
）
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
、
専
門
職
学
科
に
係
る
基
準
の
特
例
を
定
め
る
。
【平
成
３
１
年
４
月
１
日
施
行
】

※
大
学
の
学
部
の
う
ち
、
専
門
職
学
科
の
み
組
織
す
る
も
の
は
、
「専
門
職
学
部
」と
す
る
。

※
学
科
に
代
え
て
課
程
（大
学
設
置
基
準
第
５
条
）を
設
け
る
場
合
等
に
も
、
同
様
の
措
置
を
可
能
と
す
る
。

大
学
等
の
専
門
職
学
科
の
制
度
化
に
つ
い
て
【
大
学
設
置
基
準
・
短
期
大
学
設
置
基
準
の
改
正
】

【開
設
授
業
科
目
】

◎
開
設
す
べ
き
授
業
科
目
と
し
て
、
４
つ
の
授
業
科
目
を
規
定
。

①
一
般
・
基
礎
科
目

〔
４
年
制
で

20
単
位
以
上
／
２
年
制
で

10
単
位
以
上
〕

②
職
業
専
門
科
目

〔
４
年
制
で

60
単
位
以
上
／
２
年
制
で

30
単
位
以
上
〕

③
展
開
科
目

〔
４
年
制
で

20
単
位
以
上
／
２
年
制
で

10
単
位
以
上
〕

④
総
合
科
目

〔
４
年
制
で
４
単
位
以
上
／
２
年
制
で
２
単
位
以
上
〕

教 員

【専
任
教
員
数
】

○
専
任
教
員
数
に
つ
い
て
は
、
小
規
模
の
学
部
・学
科
を
想
定
し
た
基
準
を
新
設
。

【実
務
家
教
員
】

◎
必
要
専
任
教
員
数
の
お
お
む
ね
４
割
以
上
は
「専
攻
分
野
に
お
け
る
お
お
む
ね
５
年
以
上
の

実
務
の
経
験
を
有
し
、
か
つ
、
高
度
の
実
務
の
能
力
を
有
す
る
者
」
（実
務
家
教
員
）と
す
る
｡

◎
必
要
専
任
実
務
家
教
員
数
の
二
分
の
一
以
上
は
、
研
究
能
力
を
併
せ
有
す
る

実
務
家
教
員
と
す
る
｡

※
大
学
等
で
の
教
員
歴
、
修
士
以
上
の
学
位
、
又
は
企
業
等
で
の
研
究
上
の
業
績
の
い
ず
れ
か
を
求
め
る
｡

◎
必
要
専
任
実
務
家
教
員
数
の
二
分
の
一
以
内
は
、
「み
な
し
専
任
教
員
」（
専
任
教
員
以
外

の
者
で
あ
っ
て
も
、
１
年
に
つ
き
６
単
位
以
上
の
授
業
科
目
を
担
当
し
、
か
つ
、
教
育
課
程
の

編
成
そ
の
他
の
学
部
・学
科
の
運
営
に
つ
い
て
責
任
を
有
す
る
者
）で
足
り
る
も
の
と
す
る
｡

学 生

【入
学
者
選
抜
】

◎
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者
そ
の
他
の
入
学
者
の
多
様
性
の
確
保
に
配
慮
し
た
入
学
者

選
抜
を
行
う
こ
と
を
努
力
義
務
と
し
て
規
定
。

【同
時
に
授
業
を
行
う
学
生
数
】

◎
同
時
に
授
業
を
行
う
学
生
数
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
４
０
人
以
下
。

※
教
育
上
必
要
が
あ
り
、
か
つ
十
分
な
教
育
効
果
を
あ
げ
ら
れ
る
場
合
に
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

【教
育
課
程
の
編
成
方
針
】

◎
産
業
界
等
と
連
携
し
つ
つ
、
教
育
課
程
を
自
ら
開
発
・
開
設
、
不
断
に
見
直
し
。

◎
「
専
門
性
が
求
め
ら
れ
る
職
業
を
担
う
た
め
の
実
践
的
な
能
力
及
び
当
該
職
業

の
分
野
に
お
い
て
創
造
的
な
役
割
を
担
う
た
め
の
応
用
的
な
能
力
」
の
育
成
・
展
開

及
び
「
職
業
倫
理
の
涵
養
」
に
配
慮
。

【教
育
課
程
連
携
協
議
会
】

◎
産
業
界
及
び
地
域
社
会
と
の
連
携
に
よ
る
教
育
課
程
の
編
成
・
実
施
の
た
め
の

「
教
育
課
程
連
携
協
議
会
」
の
設
置
を
義
務
付
け
。

教 育 課 程 の 編 成 授 業 科 目

【実
習
等
の
重
視
】

◎
卒
業
要
件
と
し
て
、
実
習
等
に
よ
る
授
業
科
目
で
一
定
単
位
数
の
修
得
を
求
め
る
。

〔
４
年
制
で

40
単
位
以
上
／
２
年
制
で

20
単
位
以
上
〕

◎
上
記
の
実
習
等
に
よ
る
授
業
科
目
に
は
、
企
業
等
で
の
「臨
地
実
務
実
習
」を
一
定
単
位
数

含
む
。
〔
４
年
制
で

20
単
位
以
上
／
２
年
制
で

10
単
位
以
上
〕

※
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
り
、
か
つ
、
教
育
効
果
を
十
分
に
あ
げ
ら
れ
る
場
合
は
、
企
業
等
と
連
携
し
た
「連
携
実
務

演
習
等
」に
よ
る
一
部
代
替
も
可
能
と
す
る
。
〔４
年
制
で
５
単
位
ま
で
／
２
年
制
で
２
単
位
ま
で
〕

【入
学
前
の
既
修
得
単
位
の
認
定
】

○
入
学
前
に
専
門
性
が
求
め
ら
れ
る
職
業
に
係
る
実
務
の
経
験
を
通
じ
、
当
該
職
業

を
担
う
た
め
の
実
践
的
な
能
力
を
修
得
し
て
い
る
場
合
に
、
当
該
実
践
的
な
能
力
の

修
得
を
授
業
科
目
の
履
修
と
み
な
し
単
位
認
定
で
き
る
仕
組
み
を
整
備
。

〔
４
年
制
で

30
単
位
ま
で
／
２
年
制
で

15
単
位
ま
で
〕

卒 業 要 件 等≪
設
置
基
準
の
特
例
≫
[
◎
；大
学
及
び
短
大
に
お
け
る
特
例
／
○
；大
学
に
お
け
る
特
例
（短
大
に
つ
い
て
は
、
専
門
職
学
科
に
限
ら
ず
短
大
全
体
に
導
入
）]

施 設 設 備

【校
舎
面
積
】

○
専
門
職
学
部
の
校
舎
面
積
に
つ
い
て
、
小
規
模
の
学
部
・
学
科
を
想
定
し
た
基
準
を

新
設
｡

◎
臨
地
実
務
実
習
が
必
修
で
あ
る
等
の
特
性
を
考
慮
し
、
卒
業
に
必
要
な
臨
地
実
務

実
習
を
実
施
す
る
に
当
た
り
、
実
習
に
必
要
な
施
設
の
一
部
を
企
業
等
の
事
業
者
の

施
設
の
使
用
に
よ
り
確
保
す
る
場
合
等
、
一
定
の
要
件
の
下
に
、
必
要
校
舎
面
積
を

減
ず
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
。

参考資料７
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第９期中央教育審議会大学分科会委員

委 員：平成29年２月15日発令

臨時委員：平成29年３月29日発令

◎：分科会長 ○：副分科会長

（委 員） １０名

有信 睦弘 東京大学政策ビジョン研究センター特任教授

亀山 郁夫 名古屋外国語大学長

○北山 禎介 三井住友銀行名誉顧問

五神 真 東京大学総長

志賀 俊之 株式会社産業革新機構代表取締役会長（CEO）

◎永田 恭介 筑波大学長

日比谷潤子 国際基督教大学学長

○村田 治 関西学院大学学長

室伏きみ子 お茶の水女子大学長

山田 啓二 京都産業大学法学部教授兼学長補佐

（臨時委員）１８名

麻生 隆史 学校法人第二麻生学園理事長、山口短期大学学長

安部恵美子 長崎短期大学学長

伊東 香織 倉敷市長

大島 まり 東京大学大学院情報学環教授、東京大学生産技術研究所教授

金子 元久 筑波大学特命教授

河田 悌一 日本私立学校振興・共済事業団前理事長

黒田 壽二 金沢工業大学学園長・総長

小林 雅之 東京大学大学総合教育研究センター教授

佐藤東洋士 学校法人桜美林学園理事長・桜美林大学総長

佐野 慶子 公認会計士

鈴木典比古 公立大学法人国際教養大学理事長・学長

鈴木 雅子 株式会社ベネフィット・ワン取締役副社長

伹野 茂 独立行政法人国立高等専門学校機構理事、函館工業高等専門学校校長

千葉 茂 学校法人片柳学園理事長

野田三七生 日本労働組合総連合会副会長、情報産業労働組合連合会中央執行委員長

古沢由紀子 読売新聞東京本社編集委員

松尾 清一 名古屋大学総長

吉岡 知哉 立教大学前総長、名誉教授

計 ２８名

※安部委員の発令日は平成29年３月28日

※金子，河田各委員の発令日は平成29年３月23日

※野田委員の発令日は平成29年12月15日

※伹野委員の発令日は平成30年４月17日
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第９期中央教育審議会大学分科会

将来構想部会委員

委 員：平成29年２月15日発令

臨時委員：平成29年３月29日発令

◎：部会長 ○：副部会長

（委 員） ５名

有信 睦弘 東京大学政策ビジョン研究センター特任教授

◎永田 恭介 筑波大学長

○日比谷潤子 国際基督教大学学長

村田 治 関西学院大学学長

山田 啓二 京都産業大学法学部教授兼学長補佐

（臨時委員）１８名

麻生 隆史 学校法人第二麻生学園理事長、山口短期大学学長

安部恵美子 長崎短期大学学長

石田 朋靖 宇都宮大学長

金子 元久 筑波大学特命教授

黒田 壽二 金沢工業大学学園長・総長

小杉 礼子 独立行政法人労働政策研究・研修機構研究顧問

小林 雅之 東京大学大学総合教育研究センター教授

佐藤東洋士 学校法人桜美林学園理事長・桜美林大学総長

鈴木典比古 公立大学法人国際教養大学理事長・学長

鈴木 雅子 株式会社ベネフィット・ワン取締役副社長

伹野 茂 独立行政法人国立高等専門学校機構理事、函館工業高等専門学校校長

千葉 茂 学校法人片柳学園理事長

福田 益和 学校法人福田学園理事長

古沢由紀子 読売新聞東京本社編集委員

益戸 正樹 UiPath株式会社特別顧問、株式会社肥後銀行取締役

両角亜希子 東京大学大学院教育学研究科准教授

吉岡 知哉 立教大学前総長、名誉教授

吉見 俊哉 東京大学大学院情報学環教授

計 ２３名
※安部委員の発令日は平成29年３月28日
※金子委員の発令日は平成29年３月23日

※石田，小杉，福田，益戸，両角，吉見各委員の発令日は平成29年５月29日
※伹野委員の発令日は平成30年４月17日
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第９期中央教育審議会大学分科会将来構想部会

制度・教育改革ワーキンググループ委員

委 員：平成29年２月15日発令

臨時委員：平成29年７月28日発令

◎：座長 ○座長代理

（委 員） １名

日比谷潤子 国際基督教大学学長

（臨時委員）１５名

安部恵美子 長崎短期大学学長

上田 紀行 東京工業大学リベラルアーツ研究教育院院長・教授

金子 元久 筑波大学特命教授

川嶋太津夫 大阪大学高等教育・入試研究開発センター長・教授

○小林 雅之 東京大学大学総合教育研究センター教授

篠田 道夫 桜美林大学教授、日本福祉大学学園参与

◎鈴木典比古 公立大学法人国際教養大学理事長・学長

伹野 茂 独立行政法人国立高等専門学校機構理事、函館工業高等専門学校校長

濱名 篤 学校法人濱名学院理事長、関西国際大学学長

福島 一政 学校法人追手門学院追手門学院大学特任副学長、教授

本郷 真紹 学校法人立命館理事補佐

前田 早苗 千葉大学国際教養学部教授

溝上 慎一 学校法人桐蔭学園理事長代理、桐蔭学園トランジションセンター所長・教授

美馬のゆり 公立はこだて未来大学システム情報科学部教授

宮城 治男 法人エティック代表理事NPO

計 １６名

※安部委員の発令日は平成29年３月28日

※金子委員の発令日は平成29年３月23日

※川嶋委員の発令日は平成29年５月30日

※小林，鈴木各委員の発令日は平成29年３月29日

※前田委員の発令日は平成29年６月29日

※伹野委員の発令日は平成30年４月17日
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第９期中央教育審議会大学分科会 

大学院部会委員 

 

委   員：平成 29 年２月 15 日発令 

臨時委員：平成 29 年５月 30 日発令 

                       ◎：部会長 ○：副部会長 

    

（委  員）  ３名 

◎有 信 睦 弘    東京大学政策ビジョン研究センター特任教授 

五 神   真    東京大学総長 

○室 伏  きみ子    お茶の水女子大学長 
 
 
（臨時委員） ２２名 

天 野 玲 子    国立研究開発法人防災科学技術研究所審議役 
井 上 眞 理    九州大学名誉教授 
池  尾 恭  一      明治学院大学経済学部教授、慶應義塾大学名誉教授 
大 島 ま り    東京大学大学院情報学環・生産技術研究所教授 
岡 島 礼 奈    株式会社 ALE 代表取締役 
樫 見 由美子    金沢大学人間社会研究域法学系教授 

加  納 敏  行    日本電気株式会社中央研究所主席技術主幹 
川 嶋 太津夫    大阪大学高等教育・入試研究開発センター長・教授 
川 端 和 重    新潟大学理事（社会連携・財務担当）・副学長 
神  成 文  彦      慶應義塾大学理工学部教授 

        車 谷 暢 昭    株式会社東芝代表執行役会長ＣＥＯ 
小 西 範 幸    青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科長・教授 

佐久間 淳  一      名古屋大学大学院人文学研究科長 

迫  田 雷  蔵      株式会社日立総合経営研修所代表取締役取締役社長 
高 橋 真木子    金沢工業大学大学院イノベーションマネジメント研究科教授 
田  中 明  彦      政策研究大学院大学長 

永 里 善 彦    創造科学研究所代表 

沼  上      幹      一橋大学理事・副学長（教育・学生、大学経営戦略担当） 

藤  原 章  正      広島大学大学院国際協力研究科教授 

堀切川 一 男    東北大学大学院工学研究科教授 
湊   長 博    京都大学理事・副学長 
宮 浦 千 里    東京農工大学副学長  

 
 
 

計２５名 
※大島委員の発令日は平成 29 年３月 29 日 
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第９期中央教育審議会大学分科会 

大学院部会専門職大学院ワーキンググループ委員 
 

                                        委   員：平成 29 年２月 15 日発令 
専門委員：平成 29 年６月５日発令 

                ◎：主査 ○：主査代理 

 
（委  員）１名  
 
 

◎有 信 睦 弘 東京大学政策ビジョン研究センター特任教授 

（臨時委員）２名  
 
 

○川 嶋 太津夫 

 
前 田 早 苗 

大阪大学高等教育・入試研究開発センター長・教授 
 
千葉大学国際教養学部教授 
 

（専門委員）９名  
 
 

淺 羽   茂 
 

早稲田大学大学院経営管理研究科長・教授 
 

 
 

大 竹 由希子 
 

日立金属株式会社人事総務本部人材開発・ダイバーシティ推進

部主任部員 
 

 
 

片 山 直 也 
 

慶應義塾大学大学院法務研究科教授 

 
 

上 西   研 
 

山口大学学長特命補佐、大学院技術経営研究科教授 

 
 
 

杉 本 徳 栄 
 

関西学院大学大学院経営戦略研究科教授 
 

 
 

添 田 久美子 
 

和歌山大学学長補佐（教員養成改革担当）、大学院教育学研究

科教職開発専攻長・教授 
 

 
 

中 山 健 夫 
 

京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻長・教授（健康

情報学） 

 
 
 

松 﨑 佳 子 
 

広島国際大学大学院心理科学研究科特任教授 

 宮 脇   淳 北海道大学大学院法学研究科・公共政策大学院教授 
 

計 １２名 
＊川嶋委員の発令日は平成 29 年 5 月 30 日 

＊前田委員の発令日は平成 29 年 6 月 29 日  

＊片山委員の発令日は平成 29 年 3 月 30 日 
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第９期中央教育審議会大学分科会 

教学マネジメント特別委員会委員 

 

委  員：平成２９年 ２月１５日発令 

臨時委員：平成３０年１２月１８日発令 

◎：座長 ○：座長代理 

（委  員） １名 

◎日比谷 潤 子 国際基督教大学学長 

 

（臨時委員） １８名 

浅 野   茂 山形大学教授 

大 森 昭 生 共愛学園前橋国際大学学長 

沖   裕 貴 立命館大学教育開発推進機構教授 

川 並 弘 純 学校法人聖徳大学短期大学部学長 

小 林   浩 リクルート進学総研編集長 

○小 林 雅 之 東京大学教授 

佐 藤 東洋士 桜美林大学総長・理事長 

佐 藤 浩 章 大阪大学全学教育推進機構准教授 

清 水 一 彦 山梨県立大学学長・理事長 

伹 野   茂 独立行政法人国立高等専門学校機構理事、函館工業高等専門学校校長 

林   隆 之 政策研究大学院大学教授 

深 堀 聰 子 九州大学教育改革推進本部教授 

益 戸 正 樹 UiPath株式会社特別顧問、株式会社肥後銀行取締役 

松 下 佳 代 京都大学高等教育研究開発推進センター教授 

溝 上 慎 一 学校法人桐蔭学園理事長代理、桐蔭学園トランジションセンター所長・教授 

森   朋 子 関西大学教育推進部教授 

両 角 亜希子 東京大学大学院教育学研究科准教授 

吉 見 俊 哉 東京大学大学院情報学環教授 

 

計１９名 

※小林（雅）委員、佐藤（東）委員の発令日は平成２９年３月２９日 

※益戸委員、両角委員、吉見委員の発令日は平成２９年５月２９日 

※溝上委員の発令日は平成２９年７月２８日 

※但野委員の発令日は平成３０年４月１７日 
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第９期中央教育審議会大学分科会 

法科大学院等特別委員会委員 

 

  委   員：平成 29 年 2 月 15 日発令 

臨時委員：平成 29 年 4 月 24 日発令 

専門委員：平成 29 年 3 月 30 日発令 

                      ◎：座長 ○：座長代理 

（委  員） ２名 

有 信 睦 弘  東京大学政策ビジョン研究センター特任教授 
清 原 慶 子  三鷹市長 

（臨時委員） ２名 

樫 見 由美子  金沢大学人間社会研究域法学系教授 
土 井 真 一  京都大学法学系（大学院法学研究科）教授 

（専門委員） ２４名 

磯 村   保  早稲田大学大学院法務研究科教授 
◎井 上 正 仁  早稲田大学大学院法務研究科教授 
岩 谷 十 郎  慶應義塾大学法学部長、教授  
岩 村 正 彦  東京大学大学院法学政治学研究科長・法学部長 
大 沢 陽一郎  読売新聞東京本社編集局総務 
大 貫 裕 之  中央大学副学長、大学院法務研究科教授 
加 賀 讓 治  創価大学大学院法務研究科長 
笠 井   治  弁護士 
片 山 直 也  慶應義塾大学大学院法務研究科教授 
鎌 田   薫  前 早稲田大学総長 
木 村 光 江  首都大学東京大学院法学政治学研究科法曹養成専攻教授 
酒 井   圭  弁護士 
潮 見 佳 男  京都大学副学長、大学院法学研究科教授 
杉 山 忠 昭  前  花王株式会社執行役員  法務・コンプライアンス部門統括 
瀬 領 真 悟  同志社大学大学院法学研究科長・法学部長 
染 谷 武 宣  司法研修所事務局長 
髙 橋 真 弓  一橋大学大学院法学研究科准教授 

中 島 康 予  中央大学法学部教授 
長谷部 由起子  学習院大学大学院法務研究科教授 
日 吉 由美子  弁護士 
福 原 道 雄  法務省大臣官房司法法制部司法法制課長 
松 下 淳 一  東京大学大学院法学政治学研究科教授 
丸 島 俊 介  弁護士 

○山 本 和 彦  一橋大学大学院法学研究科教授 

計 ２８名 

※土井委員：平成 29 年 3 月 30 日～平成 29 年 4 月 23 日の間は「専門委員」として発令 
※樫見委員：平成 29 年 3 月 30 日～平成 29 年 5 月 29 日の間は「専門委員」として発令 

※福原委員：平成 30 年 7 月 27 日発令 
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第９期中央教育審議会大学分科会 

認証評価機関の認証に関する審査委員会委員 

 

臨時委員：平成 29 年６月 29 日 

                  ◎：座長 ○座長代理 

 

（臨時委員） 

市 川   太 一    広島修道大学名誉教授 

◎ 川 嶋  太津夫    大阪大学高等教育・入試研究開発センター長 

小 林  雅 之    東京大学大学総合教育研究センター教授 

佐  野  慶  子      佐野公認会計士事務所 

○ 前  田  早  苗    千葉大学国際教養学部教授 

 

計 ５名 

※川嶋委員の発令日は平成 29 年５月 30 日 

※小林、佐野各委員の発令日は平成 29 年３月 29 日 
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第９期中央教育審議会大学分科会 

専門職大学等の制度設計に関する作業チーム委員 

 

委  員：平成 29 年２月 15 日発令 

臨時委員：平成 29 年６月 13 日発令 

              ◎：主査 

 

（委  員） １名 

有信 睦弘   東京大学政策ビジョン研究センター特任教授 

 

（臨時委員） ８名 

麻生 隆史   学校法人第二麻生学園理事長、山口短期大学学長 

安部 恵美子  長崎短期大学学長 

岡本 比呂志  学校法人中央情報学園理事長 

金子 元久   筑波大学特命教授 

◎黒田 壽二   金沢工業大学学園長・総長 

佐藤 東洋士  学校法人桜美林学園理事長・桜美林大学総長 

千葉 茂    学校法人片柳学園理事長 

寺田  盛紀   岡山理科大学教授、名古屋大学名誉教授 

 

計９名 

※麻生、黒田、佐藤、千葉各委員の発令日は平成 29 年３月 29 日 

※安部委員の発令日は平成 29 年３月 28 日 

※金子委員の発令日は平成 29 年３月 23 日 
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